
Q

今
後
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示

さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。

A

国
で
は
、
市
町
村
合
併
の
手
続
き
を

簡
素
化
さ
せ
、
処
理
を
効
率
化
さ
せ
る

こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を

勘
案
し
、
第
二
回
の
協
議
会
に
お
い
て

示
し
た
い
。

第
二
回
の
合
併
協
議
会
の
開
催
は
五
月

下
旬
に
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
開
催
の
場

所
・
日
時
が
決
定
さ
れ
た
ら
、
笠
松
町
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
防
災
行
政
無
線
を
通

じ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ま
た
、
今
後
は
合
併
協
議
会
か
ら
発
行

さ
れ
る
広
報
紙
を
配
布
す
る
と
と
も
に
、

広
報「
か
さ
ま
つ
」で
も
、合
併
協
議
の
内

容
な
ど
情
報
公
開
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

岐
阜
広
域
合
併
協
議
会
委
員
等
の
報

酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
規
程

岐
阜
広
域
合
併
協
議
会
会
議
傍
聴
規
程

▽
協
議
事
項

●

平
成
十
五
年
度
岐
阜
広
域
合
併
協
議
会

事
業
計
画
に
つ
い
て

1

協
議
会
、
小
委
員
会
、
幹
事
会
等

を
随
時
開
催
す
る
。

2

新
市
建
設
の
基
本
方
針
や
主
要
な

施
策
、
財
政
計
画
等
を
ま
と
め
作
成

す
る
。

3

事
務
事
業
の
一
元
化
を
進
め
、
例

規
等
の
原
案
策
定
の
調
査
検
討
を
行

う
。

4

各
市
町
の
電
算
シ
ス
テ
ム
環
境
を

把
握
･
分
析
し
、安
全
か
つ
確
実
な
シ

ス
テ
ム
統
合
の
た
め
の
調
査
を
行
う
。

5

合
併
協
議
会
で
の
協
議
内
容
や
資

料
な
ど
を
広
く
情
報
提
供
す
る
た
め
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
、
広
報
紙
の

発
行
等
を
行
う
。

6

そ
の
他
必
要
な
事
業

●

平
成
十
五
年
度
岐
阜
広
域
合
併
協
議
会

予
算
に
つ
い
て

予
算
総
額

一
億
七
千
五
百
万
円

各
市
町
の
負
担
額

岐
阜
市

一
一
五
、
五
六
四
千
円

羽
島
市

二
四
、
四
四
四
千
円

柳
津
町

一
〇
、
三
二
五
千
円

笠
松
町

一
三
、
〇
一
六
千
円

北
方
町

一
一
、
六
五
〇
千
円

主
な
歳
出
予
算

シ
ス
テ
ム
統
合
調
査
委
託
料

五
五
、
〇
〇
〇
千
円

新
市
建
設
計
画
作
成
委
託
料

一
五
、
〇
〇
〇
千
円

協
議
会
広
報
紙
等
印
刷
製
本
費

四
三
、
〇
〇
〇
千
円

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
等
委
託
料

三
、
〇
〇
〇
千
円

合
併
協
議
会
は
、
二
市
三
町
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
八
名（
首
長
、議
会
代
表
者
三
名
、学

識
経
験
者
四
名
）
と
共
通
の
学
識
経
験
者

二
名
の
合
計
四
十
二
名
の
委
員
で
構
成
さ

れ
、
新
市
の
建
設
計
画
を
は
じ
め
と
す
る

合
併
に
関
す
る
各
種
協
議
が
行
わ
れ
ま
す
。

【
笠
松
町
の
合
併
協
議
会
委
員
等
】

（
敬
称
略
）

副
会
長

広
江

正
明
（
町
長
）

委

員

安
達

一
愿
（
議
会
代
表
）

委

員

船
橋

義
明
（
議
会
代
表
）

委

員

太
田

俊
彦
（
議
会
代
表
）

委

員

山
田

善
夫
（
学
識
経
験
者
）

委

員

加
藤

朝
雄
（
学
識
経
験
者
）

委

員

加
藤

司
郎
（
学
識
経
験
者
）

委

員

岩
井

英
子
（
学
識
経
験
者
）

監
査
委
員

川
本
重
太
郎

5

第
一
回
協
議
会
で
の

質
問
等
と
回
答（
要
約
）

合
併
協
議
会
委
員
の
委
員

Q

市
町
村
建
設
計
画
を
策
定
す
る
中
で

の
、
財
政
計
画
と
建
設
計
画
の
進
行
具

合
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
？

建
設
計
画
が
先
行
す
る
と
新
市
の
財
政

負
担
に
な
る
の
で
は
な
い
か
？

A

市
町
村
建
設
計
画
で
は
、
新
市
で
の

財
政
計
画
を
立
て
る
と
と
も
に
、
建
設

計
画
を
考
え
、
平
行
し
て
計
画
を
策
定

す
る
。

Q

今
後
、
協
議
会
へ
参
加
す
る
団
体
が

加
わ
っ
た
場
合
の
決
定
事
項
は
、
変
更

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
い

た
い
。

A

そ
の
よ
う
な
確
認
は
任
意
協
議
会
で

決
定
さ
れ
て
い
る
。

岐阜広域合併協議会のホームページ

http://www.city.gifu.gifu.jp/ghym-gappei/

▲第1回協議会の様子


